
動脈 伊 ー

当$炉、..�  

色jir、wιl¥、- ハ':'tJゥ

第� l 自 口 頭 弁 さafFk 2尾 (和 解)芸♂E 

事件の表承�  i 平成�  13年(ネ)第�  1553号

一一
期 ヨ 平成� 13年� 5J32 3日 午前� 11時00分

場所及 1民事部 法廷で再開

試

裁

裁 帯j 官 原 啓 一 部

裁判所 記宮 林 卓 忠

人 平長 村唯

縄野

夜控訴人代理人

一一一ー
出頭した当事者等� l 村野 光 夫

f話

」品、

ブ十 自禽 の 要 額

裁判長

控訴人の期信変更申立却下決定

控訴人

控訴状陳述

被控訴人

語訴棄却申

当事者双

l'iJ 




原判決記載のとおり原審巳頭弁論の結果関述

事者間に次のとお号和解成

I 当事者の表京

川崎市麻生区千イーミヶ� 9 自� 13番� 5

控訴人 杉， 村� 5生 男

jiil崎市麻生区千代ケ丘 3丁目� 13番� 4

被控訴人 縄 野 一

訴器代理人弁護士 本す 野 ブ向←て

7、
I2 請求の表示

譜求の謹話Zえび黒田は，原判決(横浜地方裁判所川崎� 部平成� 12年間� 

556 の� l び理� j 記載のとおり

3 和解条項 
  

5jIJ紙和解条項記載のとおり 


裁判所書記官 林� 
U1。‘、-""〆j少ニ守A

180 
ペ
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解 条
T
t
p
d
 d' 

1 控訴人は披控訴人に対し，次の事墳を確認する o 

(1) 控訴人の主張に探る角切りは，被間訴人が業者に強要したり，鵠きかけて行

われたものではないこと。� 

(2i 被控訴人が，工事後の問角切り部分を自動葱で通行したことはないこと。� 

昨
笥
�
 

2 担訴人と被控訴人は，前嘆の角嬰り工事に端を発する時揮について，被掻訴人

が控訴人に対し，何らの噴務を負うものでないことを相互に確 する弓� 

3 被控訴人は，脅迫，名普段捕について神奈川県警察 lこし

被疑者不詳)は維持するものとする c 

4 

訴 部について

' 控訴人と被控訴人は，今議，良い緯人関係を築くよう相互に努力するつ� 

5 被控訴人は，その余の詰求を放棄する a 

6 控訴人と被控訴人は.本和解条項に定めるほか，栂互に剖らの護権{責務のない

ことを確認する。

ア 訴訟費用は各患の負掃とする o

以上�  

181 




平成� 16年3月17民事j決言渡開百涼本領i反裁者j所書記官 小枠卓塩

平成� 13年(ネ〉第� 1553号墳務不存在確認請求控訴� (涼蕃・績浜地方裁判所

~詩文部平成11) 1 2年(ワ〉第� 556

口頭弁論終結日・平成� 16 2月4お

事i 決

川 崎 市 蘇 生 千 代 ヶ �  9 ~ 1 3謡:5

訴 人 杉 本す 可主 男

川崎市蘇生区千代ヶ三� 9 員13番4号

被 控 訴 人 縄 野 建

夫光野キナ上記訴訟代理人弁

主 文

. 1 本件訴訟は，平成� 13年 5月� 23日の和解成立によち終了した。� 
‘ 

2 控訴人の平成� 15年 9月2日付け書面による口頭弁論期間指定の申立

て後の訴訟費馬は，控訴人の負担とする。

事実 及 び 理 由

第� 1 控訴人の期日指定の中立て

控訴人は，控訴人と被控訴人間の平成� 13年{ネ)第� 1553号農務不存在確認、

詰求控訴事件につき，平成� 13年 5月 23日に成立した和解の熱効を主張し，期日

指定のよ，升論の続行を求めた。

第2 主義判所の判断� 

1 革案の経退� 

(1)本件訴訟は，賠訴人からその所有の土地の角部分(本件角切り部分)を不法

に主主吊しているとして損害賠護(慰謝料� 90万円，諒状認護費用� 8万� 29 5 0円)

を請求されている被控訴人が，上記損害賠漬積務が存在し記いことの擁認を諮求し

た事実である。

原審は，被控訴人の諮求を認容した。

裁判所東



(2)平成� 13年� 8月� 23日(当審第]田口頭弁論期日) ，控訴人と被控訴人間に，

旨下記内容の裁判上の和解〈本件和解)が成立した。� 

ITc 

r1 控訴人は，被控訴人に対し，次の事項を確認する。� 

( 1 )控訴人の主張に係る角切りは，被控訴人が業者iニ強要したり，働きかけて行

れたものではないこと O 

(2)被控訴人が，工事後の悶角切り部分を自動車で通行したことはないこと。� 

2 控訴人と被控訴人は，前項の角切り工事に端を発する問題について，被控訴人

が控訴人に対し，何らの議務を負うものではないことを相互に確認する。� 

3 被控訴人は，脅迫，名誉段損について神奈川第警察にした告訴(一部について

被疑者不詳)は維持するものとする。� 

‘ 4 控訴人と被控訴人は，今後，良い隣人関係を築くように相互に努力する。� .' 

5 被控訴人は，その余の請求を放棄する。� J (以下，省略) 

(3)控訴人は，被控訴人が本件角切り部分を自動車で通行しており，本件和解の

第� 1項が無効であると主張している。� 

2 判断

被控訴人が本件角切り部分を通行していたかどうかにつき，争いがあったこと，

そのことをも合め，上記のとおり，第� l白む頭弁論期日において訴訟上の和解が成

立したことは当裁判所に顕著なところであり，上記の和解の内容につき，無効事出

は見当たらず，控訴人主候の事由により上記和解が無効となるものでもない。

第3 結論

以上によれば，本件訴訟は和解により終了したと認められるから，主文のどおり

判決する。

東京高等裁判薪第� l員事部� 

裁判長裁手Ij官� J工 見 ヲよ 武

裁判 所東京
の
ん



!詞 民光
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裁判官 まffi

市
�
 

裁判官

これは正本である。

平成年月日 �  

多美�  

6.1 3.1 7 
.. 東京高等教判所第 1民事態� 

明書記宮1:裁 小林卓也

東京 高 等 裁判所�  

3 



平成� 13年(ネ)� 1 553号債務不存在確認請求事件

控 訴人 杉村�  E佐

被控訴人 縄野 一

期 臼指定の 申立

東京高等裁判

第一民事部詩Jl中

平成� 15年� 9jj 2日

控訴人杉村唯男

記当事者間の、東京高等裁判明平成� 13年(ネ)第� 1553号積務不存主確

認請求事件は、平成� 13年� 5月23臼和解が成立したが、当該和解条項は無効で

遣うるので期日指定の上弁論の続行を求める 3

和解条�  

1 .控訴人は被控訴人に対し、次ぎの事項を確認する。

(1)控訴人の主張に係る角切りは、被控訴人が業者に強要したり、{動きかけて

行われたものではないこと c 

(2)被控訴人が、工事後の同角切り部分を自動車で通行したことはないこと。� 

2. 控訴人と披控訴人は、持IJ項の角切号工事に端を発する問題について、被控訴

人が控訴人に対し、{可らの{責務を負うものではないことを指互に確認する。� 

3‘被控訴人は、脅迫、名誉殻損について神奈川県警察にした告訴(一部につい

被疑者不浄)は維持するものとす� 

4. 控訴人と被控訴入品、今後、良い隣人関係を築くよう相互に努力する0 

5. 被控訴人は、その余の議求を放棄する 3 

6. 控訴人と被控訴人は、本和解条壌に定めるほか、相互に何らf棄権{責務のない

ことを確認する� 

7. 訴訟費用は各自の負担とする。

無効原�  

1、本条項の� 1項は、本事件の原因となる部分であり、角切りは被控訴人が

寸主要したり、� f動きかけて行なわれたものではいとしている。

しかし、被控訴人の妻「輝子長j が、工事人� EB守氏j に角切号をしても

らえなければ、工事のため弘の土地に入らないでほしい、と角明りを{動きかけ

たものである G

人はやむを得ず、� f隣地立入権Jも侵寄されたが工事継続のため、角切

り工事を認めさるを得なかったゆ



角切り部分を、後日修復したが「不動産侵奪j については、…定の継続性があ

るのが常であるので、最終の行為が終った時から公訴時効は進行する。

被控訴人の行し、は f不動産侵奪Jである O 

2、 1項 2号については、被器訴人提出の「部第 9号証j によると、被控訴人の 

f者側通行j をしており違法である

被招訴人の前回道路は組  6mであるが、自動車は左側通行であるので、

福 3mとしてしか利用で

したがって、被控訴人主張の f頭からの車窓入れJは、 f左f長IJ通行j の岳動

では左折による主主藤入れはできない、何回かのハンドルの切り返しが必要と

なり、角切り部分を通行しなければならなくない  

3、和解条項 2項;とついて述べると、控訴人が被控訴人に対して、何らの請求も

したことは無い。

しかし被控訴人は、控訴人の不動産の占有を一部排諒したものであって「不

利得債務j を負うものである c

よって、債務の支払い義務がある 

4、和解条要  3項は、空訴人が「脅迫j、「名誉殿損J、;こ類することを譲控訴

入に対して行ったと、解されるがそのようなことは全くしていない。

しかし、上述のとおり被控訴人は不動産の浸奪をしたのでまちって、「背1侵入

「名誉殻損んは成立しない。

以上により、期目指定を申立るc

耐 崎2



平成 16年(オ)第 983号

決 定

川崎市身寄生区千代ケ丘 a丁目 13番 5

上告人 杉 本ず 唯

川崎市蘇生豆千・代ヶ主 9丁目 13番 4

被上告人 縄 野

上記当事者間の東京高等裁判所平成  13年(ネ)第  1553号債務不存主確認、請

求事件について，向裁判所が平成  16年 3月 17日に言い渡した判決に対し，上告

人から上告があった。よって，当裁判月ITは，次のとおり決定する。

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用誌上告人の負担とするむ

理

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは，民訴法  312条 

l項又は  2項所定の場合に限られるところ，本体上告理由は，明らかiこ上記各現に

規定する事患に該当しない。

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり決定する。 

139丹9年16平成

高裁判所第一小法廷

裁判長裁判 泉 ?台



裁判官 横 尾 不日

裁判官 甲 斐 中 辰 夫

裁判官 島 田

裁判官 才 口 千

自日

日青

子

ワム



これ は 正本である

戸川

平成  1 6 年 2 月 9 日

最 高裁 判所第一小法廷

裁判所書記官 高橋多美男  

91 




F510 
ノt 

調 喜(決定)

事件の表訴 平成�  18年〈ク〉第�  195号 ，第�  19 6号

ム白，
決 日 事 成� 1 8 年� 5 月 2 6 日

吋緬所 最� 1間 裁 半lJ 所 第 一裁 判 法 延

裁判長裁判官

裁判寄

裁判官

当 事 者 等

上 出 豊

藤 田 密 構

堀 鰭 幸 男

抗告人 宇多 村 唯 男

第� 195号事仲につき，東京高等裁判所平成� 16年(ム〉

第� 138号〈平成� 17年� 12月 5詞決定)

京裁判の表示

第� 196号事件につき，東京高等裁判所平成� 17年(ラ

許〉第 341号(平成� 18年� 1月� 11臼決定)

裁判官全員一致の意晃で，次のとおり決定。

第� 1 主文� 

1 本件各抗告を棄却する。� 

2 抗告費用は抗告人の負担とする。

第� 2 理由

畏事事件について特別抗告をす?ることが許されるのは，畏訴法336条� 

1項所定の場合に賎られるところ，本件各抗告理由は，違憲をいうが，そ

の実鷲は原決定の単なる法令違反を主張するものであって，問項に規定す

る事由に該当しない。

平成� 18年� 5月� 26詰

最高裁判所第三小法廷

裁判所書記官 池 田 英 樹⑮� 

/Cf 




13 26月5年18平成

これは正 本である�  O 

最高裁判所第三小法廷

裁判所書記官 池田英樹�  
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131!加22	 学生の縁海� 

l学生の指導(崎山大学在職中)

1.学部卒業生と研究課題� 

1986・3卒(藤井謙，松時議雄二;暴捺指導)� 

1987'3卒沢井正史;透明響静、去八ムス宇一卵子に対するヤギ精子(j)浸入能

西i莱茂和:う‘ント卵胞5告における体外1音装および体外受精

{由説.長谷詳:台東山和敬之湯!軍指導)
 

1988・3卒大前孝章: 抵jE2保存うット箭犠期卵における核の生帯性

藤蕗 努:ラットおよびマウス受繕慌の生存性におよ!ますサイトカうシン8とコルセドの影響

三瀬博也:ラントの体外受精!こおよiますカフェインの影響

(時部 f専佐藤護紀� z湯原指導)
 

1989-3卒 甲藤雅彦・ラット低道保拝旺の接費地i二関する研究

追111糞樹:琢卵服部の体外受精に及Iます2，3の饗図の影響 

中療 に:ブタ卵管上成雄胞の体外培養!こ関する研究

(赤決選=湯蕗指導) 
  

1990・3$ (大講産蜘iでの第一期ま)

杉本法裁:ラット精子の埜轄能護得!こ及!ますへパリンおよびカフェインの影響

中島ルミ子:ラット前緩期開の低混操符!こ及!ます擦糟の影響

(武村和5基本奥田指導;中JlI豊=実駿動物学) 
  

1991・3卒縄野雅夫:体外成熟界臆卵の体外受精に及lます卵胞j査の影響

三ミ評和蟻:ラットiliJ接期庇および桑実期騒の低jza保存におよ!ますショ績の影響

〔権誕輩側、八木真零コ奥田指導;入江一憲=実験動物学)
 

1992・3卒大原毅一部.豚未熟卵子の体外成熟におよ!ますホルモンの影響

沖津 慎:ウシ体外成熟卵子の協温探存
 
(JlI口達生コ実験動物学) 
  

1993・3卒	 )11国高怠:ラットト組組期販の体外発生!こおよiますアミノ離の影

(上野山賀久、組部慎一、藤田憲子=提出指導;加藤慶子コ実験動物学〉
 

1994・3卒管木賢一部:うツトト結組親睦の体外発生におよ!ますビタミンの影響

内田啓一:体外成熟蘇卵子の体外受精に及lます牛飴克血j警の影響

(小J11洋子=製自指導;橋本正人増野圭子ニ動物内分減学) 
  

1995-32主部中紀子:うツト体外受精卵の眼定培地!こおける体外発生

(堀JII京子，村よ陽子ニ奥田指導;i乍本事介，八木藤史ご動物内分泌学)
 

1996'3卒幸野智子:体外受精由来ラット初期旺の限定培地における発吏能 

(安藤皇子、岩野央、内臓智恵子、主宰醇車二提出一動物内分場学時指導)

(片悶智子=動物内分泌竿)
 

1997・3卒信騎手葉:インス1)ン繍増猶関子斗が牛卵子の体外成熟に及lます影響

平田京子:リン商業がラットト、� 2一級賂期日差のその後の発生能jこ及iます影響

(境部タ箆子，措森雅一零宮本陽子二動物内分誠学〉
 

1998・3卒木腎美奈子:ラ‘ント卵子における卵接胞按棺の形態約研究(舟橋指導)
神野真由子:穎粒j警組~が卵接施期操子の様相に及 iます影響〈舟橋指導)
{小林真弘野下英樹=動物内分諸学) 

1999・3卒北国広明:トリス緩領土音地におけるう、ント卵子ぬ体外受精� 
j費回成功‘輿なる受精培地における牛卵子の体外受精
中平 忍:うット卵子内に存証するグルタチオンおよび関連物質の精子穫入i二伴う変動(舟橋指導〉
離原盤満:精撲がブタ射出靖子への受構{足進ペプチドおよびアデノシンの作照に及iます影響(舟補指導)
(芯丸患奨，森よさ害悪=動物内分語学) 

2000・3卒甑義久葵:修正ト1)ス緩衝培地(mTBM)!こおけるウシ関子の体外受鯖

寺垣廓穣ラ、ント拐期妊の体外発生!こおよ揮す浸透正の影響

(右丸恭子.住民友紀，谷口浩輩，平呂譲二動物内分泌学)
 

2001・3卒今城あかね'ブタ未熟僻子の体外成熟ー受精系の改良

壌本美智子:ラット眠のガラス化;東結保存
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